
１．大気汚染の現状

（１）発生源の状況
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（２）汚染物質別の概況

ディーゼル機関ディーゼル機関
14%14%

ガスタービンガスタービン
6%6%

石油加熱炉石油加熱炉
4%4%

廃棄物焼却炉廃棄物焼却炉
4%4%
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4%4%

乾燥炉乾燥炉
3%3%

金属溶解炉金属溶解炉
2%2%

その他その他
5%5%

ボイラーボイラー
58%58%

ばい煙発生施設
　　5,598施設
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27%27%
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12%12%

破砕機及び
磨砕機
破砕機及び
磨砕機
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※対象事業場数：平成14-15年度は55工場・事業場、平成16-18年度は54
　　　　　　　　工場・事業場

図2‒4‒3 県内主要工場・事業場における硫黄酸
化物排出量及び燃料使用量の経年変化

図2‒4‒1 ばい煙発生施設の種類別状況
 （千葉市・船橋市を除く19年3月末現在）

図2‒4‒2 一般粉じん発生施設の種類別状況
 （千葉市・船橋市を除く19年3月末現在）

表2‒4‒1 ばい煙発生施設数の推移

表2‒4‒2 一般粉じん発生施設数の推移
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図2‒4‒4 二酸化窒素の年平均値の年度別推移
 （一般環境大気測定局）

図2‒4‒5 二酸化窒素の地域別平均値
（17～ 18年度）

図2‒4‒6 一酸化窒素の年平均値の年度別推移
 （一般環境大気測定局）

図2‒4‒7 一酸化窒素の地域別平均値
 （17～ 18年度）
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表2‒4‒3 光化学オキシダント環境基準の時間
 達成率の推移

図2‒4‒9 光化学スモッグ注意報発令日数の月
別推移

図2‒4‒10 光化学スモッグ注意報発令日数の年
度別推移

図2‒4‒8 光化学オキシダント環境基準の時間
 達成率の地域別平均
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図2‒4‒11 オキシダント濃度0.12ppm以上の
出現日数分布（18年4月～ 10月）

図2‒4‒12 浮遊粒子状物質の年平均値の年度別
推移（一般環境大気測定局）

図2‒4‒13 非メタン炭化水素６～９時の３時間
平均値の年平均値の年度別推移（一
般環境大気測定局）
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２．大気汚染防止対策

（単位：ｔ/㎢/月）
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環境基準等の達成維持

千葉県大気汚染緊急時
対策実施要綱

・大気汚染防止法
・道路運送車両法
・自動車ＮＯｘ・ＰＭ法
・千葉県ディーゼル自動車
　排出ガス対策条例
・千葉県環境保全条例　

・大気汚染防止法
・大気汚染防止法に基づき
　排出基準を定める条例
　（上乗せ条例）
・ダイオキシン類対策特別
　措置法
・公害防止協定
・千葉県窒素酸化物対策
　指導要綱
・千葉県炭化水素対策指導
　要綱
・千葉県発電ボイラー及び
　ガスタービン等に係る窒素
　酸化物対策指導要綱

千葉県揮発性有機の排出及
び飛散の抑制のための取組
の促進に関する条例

（立入検査・立入調査）

図2‒4‒14　降下ばいじん量の年平均値の年度別推移

図2‒4‒15　大気汚染防止対策体系図


